
翻　　訳

 

二
七 

72－1・2－ （名城　'22）

　
翻
　
　
訳
　

　
　

台
湾
民
法
の
盗
品
の
善
意
取
得
に
関
す
る
改
正陳

 

　

添

輝

松　

田　

恵
美
子
（
訳
）

一
、
始
め
に

二
、
台
湾
民
法
学
界
の
民
法
第
九
四
九
条
改
正
前
の
議
論

三
、
台
湾
民
法
第
九
四
九
条
改
正
に
対
す
る
考
察

四
、
結
論

254



台湾民法の盗品の善意取得に関する改正
 

二
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一
、
始
め
に

　

一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
一
年
に
か
け
て
中
国
大
陸
の
南
京
で
公
布
施
行
さ
れ
た
民
法
典
は
、
一
九
四
五
年
か
ら
台
湾
で
適
用
さ
れ

る
（
論
述
の
便
宜
の
た
め
に
、
以
下
で
は
こ
の
民
法
典
は
台
湾
民
法
と
称
す
）。
二
〇
一
〇
年
二
月
三
日
台
湾
の
総
統
令
は
改
正
台
湾

民
法
第
九
四
九
条
を
公
布
し
た
。
改
正
前
は
、
台
湾
民
法
第
九
四
九
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
占
有
物
が
も
し
盗
品
或
は
遺
失
物

で
あ
る
な
ら
、
そ
の
被
害
者
或
は
遺
失
者
は
盗
難
或
は
遺
失
の
時
よ
り
、
二
年
以
内
は
、
占
有
者
に
対
し
て
、
そ
の
物
の
回
復
を
請
求

で
き
る
。」
こ
の
条
文
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
盗
品
の
被
害
者
は
、
盗
ま
れ
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
、
善
意
で
譲
り
受
け
た
占
有
者
に

対
し
て
回
復
請
求
権
を
も
つ
。
問
題
と
な
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
即
ち
、
盗
ま
れ
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
、
被
害
者
が
善
意
で
譲
り

受
け
た
現
在
の
占
有
者
に
対
し
て
回
復
を
請
求
す
る
前
は
、
盗
品
の
所
有
権
は
誰
に
帰
属
す
る
か
。
台
湾
民
法
学
界
は
こ
の
問
題
に
対

し
て
、「
原
権
利
者
帰
属
説
」、「
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
」、「
折
衷
説
」
と
い
う
異
な
る
見
解
が
あ
る（

１
）。

　

改
正
後
、
台
湾
民
法
第
九
四
九
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
占
有
物
が
も
し
盗
品
、
遺
失
物
或
は
そ
の
他
原
占
有
者
の
意
思
に
基

づ
か
ず
に
そ
の
占
有
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
な
ら
、
原
占
有
者
は
占
有
喪
失
の
時
よ
り
二
年
以
内
は
、
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者

に
そ
の
物
の
回
復
を
請
求
で
き
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
物
を
回
復
す
る
も
の
は
、
そ
の
占
有
を
喪
失
し
た
時
よ
り
、
そ
の
本
来

の
権
利
を
回
復
す
る
。」
通
説
は
、
今
回
の
法
改
正
は
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
の
採
用
を
確
定
し
た
と
考
え
る
。

　

台
湾
民
法
は
長
い
間
ド
イ
ツ
民
法
と
ス
イ
ス
民
法
の
影
響
を
受
け
た
が
、
し
か
し
民
法
九
四
九
条
の
改
正
は
、
ド
イ
ツ
民
法
と
ス
イ

ス
民
法
の
原
権
利
者
帰
属
説
を
止
揚
し
、
日
本
の
民
法
学
者
我
妻
栄
教
授
の
提
起
し
た
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説（

２
）を
採
る
こ
と
を
確
定
し

た
の
で
あ
っ
て
、
日
本
民
法
学
説
の
台
湾
民
法
に
対
す
る
影
響
が
も
は
や
学
説
面
、
法
院
の
判
決
面
に
限
ら
ず
、
す
で
に
立
法
の
面

に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
盗
品
が
善
意
取
得
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
台
湾
民
法
学
界
は
民
法
第
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72－1・2－ （名城　'22）

九
四
九
条
の
改
正
前
に
激
し
い
議
論
が
あ
っ
た
が
、
民
法
第
九
四
九
条
の
改
正
の
後
も
、
議
論
は
ま
だ
収
ま
っ
て
い
な
い
。
本
稿
は
民

法
第
九
四
九
条
の
改
正
前
の
議
論
を
紹
介
し
、
併
せ
て
民
法
第
九
四
九
条
の
改
正
に
対
し
て
筆
者
個
人
の
見
方
を
示
す
こ
と
を
試
み
る

も
の
で
あ
る
。

二
、
台
湾
民
法
学
界
の
民
法
第
九
四
九
条
改
正
前
の
議
論

　

台
湾
民
法
学
界
は
民
法
第
九
四
九
条
の
改
正
前
に
は
、
原
権
利
者
帰
属
説
、
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
、
折
衷
説
と
い
う
異
な
る
見
解

が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
）
原
権
利
者
帰
属
説

１
　
原
権
利
者
帰
属
説
の
主
張

　

原
権
利
者
帰
属
説
は
、
台
湾
民
法
の
動
産
所
有
権
の
善
意
取
得
の
規
定
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
と
ス
イ
ス
民
法
の
影
響
を
受
け
て

お
り
、
委
託
物
と
盗
品
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
善
意
の
譲
受
人
は
委
託
物
の
所
有
権
は
善
意
取
得
で
き
る
が
、
し
か
し
原
則
と
し
て
盗

品
の
所
有
権
は
善
意
取
得
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
盗
品
は
原
則
と
し
て
善
意
取
得
の
目
的
物
と
は
な
れ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
原
所
有
権
者
は
占
有
を
失
っ
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
、
な
お
盗
品
の
所
有
権
者
で
あ
る
。
そ
し
て
満
二
年
た
っ
た
時

に
、
ま
だ
回
復
請
求
権
を
行
使
し
て
い
な
い
な
ら
、
そ
の
所
有
権
を
失
い
、
善
意
の
譲
受
人
が
そ
の
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る（

３
）。
例
え

ば
、
甲
は
台
湾
の
有
名
な
画
家
李
梅
樹
の
一
幅
の
直
筆
名
画
を
も
っ
て
お
り
、
乙
の
画
廊
の
展
覧
会
に
貸
し
出
し
た
と
こ
ろ
、
丙
は
乙

の
不
注
意
に
乗
じ
て
そ
の
名
画
を
盗
み
、
善
意
無
過
失
の
丁
に
売
っ
て
し
ま
っ
た
。
丁
は
そ
の
名
画
の
所
有
権
を
即
時
取
得
し
な
い
の
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で
、
そ
の
名
画
の
所
有
権
は
依
然
と
し
て
原
所
有
権
者
甲
に
属
す
る
。
し
か
し
も
し
乙
が
占
有
を
失
っ
た
時
よ
り
二
年
、
甲
及
び
乙
が

い
ず
れ
も
丁
に
対
し
て
の
占
有
の
回
復
を
請
求
し
な
い
な
ら
、
甲
は
そ
の
名
画
の
所
有
権
を
失
い
、
丁
は
そ
の
名
画
の
所
有
権
を
善
意

取
得
す
る
の
で
あ
る
。
乙
が
占
有
を
失
っ
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
、
甲
は
依
然
と
し
て
そ
の
名
画
の
所
有
権
者
で
あ
り
、
乙
の
そ
の
名

画
に
対
す
る
賃
借
権
は
依
然
存
在
す
る
。

２
　
原
権
利
者
帰
属
説
を
採
る
理
由

（
１
）
法
比
較
の
観
点

　

ド
イ
ツ
民
法
第
九
三
五
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「（
１
）盗
品
、遺
失
物
或
は
そ
の
他
所
有
者
の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
占
有
を
失
っ

た
物
は
、
第
九
三
二
条
か
ら
第
九
三
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
所
有
権
者
が
間
接
占
有
者
で
あ

る
時
は
、
も
し
物
が
直
接
占
有
者
の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
占
有
を
失
っ
た
も
の
も
、
ま
た
同
じ
。（
２
）
前
項
の
規
定
は
、
金
銭
、
無

記
名
証
券
及
び
そ
の
他
公
開
の
競
売
場
所
で
購
入
し
た
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。」
ス
イ
ス
民
法
第
九
三
四
条
第
一
項

は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「（
１
）
動
産
の
占
有
者
は
、
そ
の
動
産
が
盗
ま
れ
、
遺
失
或
は
そ
の
意
思
に
反
し
て
占
有
を
失
っ
た
も
の
は
、

五
年
間
は
い
か
な
る
現
占
有
者
に
対
し
て
も
そ
の
物
の
回
復
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
第
七
二
二
条
が
定
め
る
も
の
は
、
そ

の
規
定
に
よ
る
。」
日
本
民
法
第
一
九
二
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
平
穏
且
つ
公
然
と
動
産
の
占
有
を
始
め
た
者
は
、
善
意
且
つ
過

失
が
な
い
と
き
は
、即
時
に
そ
の
動
産
に
つ
い
て
行
使
す
る
権
利
を
取
得
す
る
。」日
本
民
法
第
一
九
三
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
前

条
の
場
合
に
お
い
て
、
占
有
物
が
盗
品
或
は
遺
失
物
で
あ
る
と
き
は
、
被
害
者
或
は
遺
失
者
は
盗
難
或
は
遺
失
の
時
か
ら
二
年
間
、
占

有
者
に
対
し
て
原
状
の
回
復
を
請
求
で
き
る
。」

　

動
産
所
有
権
の
善
意
取
得
に
関
す
る
規
定
は
、
台
湾
民
法
は
ド
イ
ツ
民
法
、
ス
イ
ス
民
法
及
び
日
本
民
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

そ
し
て
上
記
法
律
は
い
ず
れ
も
委
託
物
と
盗
品
を
区
別
し
、善
意
の
譲
受
人
は
受
託
物
の
所
有
権
を
善
意
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
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し
か
し
原
則
と
し
て
盗
品
の
所
有
権
は
善
意
取
得
で
き
な
い
と
す
る
。
日
本
の
裁
判
所
実
務
（
大
判
大
正
一
〇
・
七
・
八　

民
録
二
七

輯
一
三
七
三
頁
、
大
判
昭
四
・
一
二
・
一
一　

民
集
八
巻
九
二
三
頁
）
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
盗
品
の
被
害
者
は
な
お
そ
の
物
の

所
有
権
を
保
有
し
、
法
定
除
斥
期
間
の
二
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
所
有
権
を
喪
失
し
て
、
善
意
の
譲
受
人
は
そ
の
物
の
所
有
権
を
取

得
す
る
。
日
本
の
研
究
者
の
安
永
正
昭
、
川
島
武
宜
、
三
瀦
信
三
、
広
中
俊
雄
、
船
越
隆
司
、
内
田
貴
は
い
ず
れ
も
日
本
の
実
務
の
見

解
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
い
わ
ゆ
る
回
復
の
請
求
権
と
は
、
即
時
取
得
者
の
取
得
す
る
と
こ
ろ
の
権
利
を
回
復
す

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
即
時
取
得
者
の
取
得
す
る
と
こ
ろ
の
権
利
が
、
も
し
盗
品
或
は
遺
失
物
の
所
有
権
と
解
釈
す
る
な
ら
、
被

害
者
或
は
遺
失
者
が
賃
借
人
、
受
寄
者
で
あ
る
時
、
そ
の
回
復
を
請
求
す
る
も
の
は
、
そ
の
も
と
も
と
取
得
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
所

有
権
と
な
る
の
で
、
こ
れ
は
実
に
非
合
理
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
即
時
取
得
者
の
取
得
す
る
と
こ
ろ
は
、
占
有
の
み
と
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
被
害
者
或
は
遺
失
者
の
回
復
を
請
求
す
る
と
こ
ろ
と
は
、
ま
た
占
有
の
回
復
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
民
法
典

の
起
草
者
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る（

４
）。

（
２
）
論
理
解
釈
の
観
点

　

台
湾
民
法
第
八
〇
一
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
動
産
の
譲
受
人
が
動
産
を
占
有
し
、占
有
規
定
に
関
す
る
保
護
を
受
け
る
も
の
は
、

た
と
え
譲
渡
人
が
所
有
権
を
移
転
す
る
権
利
が
な
く
て
も
、
譲
受
人
は
な
お
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。」
第
九
四
八
条
は
次
の
よ
う

に
定
め
る
。「
動
産
の
所
有
権
或
は
そ
の
他
の
物
権
の
移
転
或
は
設
定
を
目
的
と
し
て
、
善
意
で
そ
の
動
産
の
占
有
を
譲
り
受
け
る
な

ら
、
た
と
え
そ
の
譲
渡
人
が
譲
り
渡
し
の
権
利
を
も
た
な
く
と
も
、
そ
の
占
有
は
な
お
法
律
の
保
護
を
受
け
る
。」
よ
っ
て
、
動
産
所

有
権
を
善
意
取
得
す
る
要
件
は
、「
動
産
の
譲
受
人
が
動
産
を
占
有
す
る
な
ら
、
占
有
規
定
に
関
す
る
保
護
を
受
け
る
。」
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
第
九
四
八
条
の
定
め
る
委
託
物
に
つ
い
て
言
っ
て
お
り
、
第
九
四
九
条
の
定
め
る
盗
品
は
含
ま
な
い
。
お
そ
ら

く
第
九
四
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
盗
品
の
被
害
者
は
、
盗
ま
れ
た
時
よ
り
、
二
年
以
内
は
、
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
に
、
そ
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の
物
の
回
復
を
請
求
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
被
害
者
が
盗
ま
れ
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
、
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者

は
、
占
有
の
規
定
に
関
す
る
保
護
を
受
け
ず
、
当
然
な
が
ら
第
八
〇
一
条
の
規
定
に
よ
っ
て
盗
品
の
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
な
い
の

で
、
ゆ
え
に
所
有
権
者
は
な
お
そ
の
所
有
権
を
も
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
二
年
の
期
限
に
達
し
た
時
に
、
原
所
有
権
者
は
そ
の
所
有
権
を

失
い
、
そ
し
て
善
意
の
譲
受
人
は
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る（

５
）。

（
３
）
歴
史
解
釈
の
観
点

　

台
湾
民
法
の
二
回
の
草
案
は
い
ず
れ
も
ス
イ
ス
民
法
の
所
有
権
及
び
質
権
の
善
意
取
得
に
関
す
る
規
定
を
継
受
し
た（

６
）。
台
湾
民
法
の

第
一
次
民
律
草
案
の
第
一
〇
二
七
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
動
産
所
有
権
の
譲
受
人
、
第
一
二
七
八
条
及
び
第
一
二
七
九
条
の
規

定
に
よ
り
占
有
の
保
護
を
受
け
る
も
の
は
、
た
と
え
譲
渡
人
が
所
有
権
を
移
転
す
る
権
利
が
な
く
て
も
、
ま
た
そ
の
所
有
権
を
取
得
す

る
。」
第
一
二
一
一
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
債
権
者
の
第
一
二
七
八
条
及
び
第
一
二
七
九
条
の
規
定
に
よ
り
占
有
の
保
護
を
受
け

る
も
の
は
、
た
と
え
質
権
を
設
定
し
た
者
が
そ
の
質
権
の
目
的
物
を
処
分
す
る
権
利
が
な
く
と
も
、
な
お
そ
の
目
的
物
の
質
権
を
取
得

す
る
。
但
し
目
的
物
が
盗
品
、
遺
失
物
、
紛
失
物
で
あ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
第
二
次
民
律
草
案
の
第
八
一
四
条
は
次
の

よ
う
に
定
め
る
。「
動
産
の
譲
渡
人
、
第
一
〇
二
七
条
及
び
第
一
〇
二
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
占
有
の
保
護
を
受
け
る
も
の
は
、
た
と

え
所
有
権
を
移
転
す
る
権
利
が
な
い
と
い
え
ど
も
、譲
受
人
は
ま
た
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。」第
九
六
六
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
債
権
者
の
第
一
〇
二
八
条
、
第
一
〇
二
九
条
の
規
定
に
よ
り
占
有
の
保
護
を
受
け
る
も
の
は
、
た
と
え
質
権
を
設
定
し
た
者
が
そ
の

質
権
の
目
的
物
を
処
分
す
る
権
利
が
な
く
と
も
、
な
お
そ
の
目
的
物
の
質
権
を
取
得
す
る
。
但
し
目
的
物
が
盗
品
、
遺
失
物
、
紛
失
物

で
あ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い（

７
）。」
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三
三 

72－1・2－ （名城　'22）

（
二
）
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説

１
　
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
の
主
張

　

善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
台
湾
民
法
も
ま
た
委
託
物
と
盗
品
を
区
別
し
て
扱
う
が
、し
か
し
ド
イ
ツ
民
法
、

ス
イ
ス
民
法
と
異
な
る
点
は
、
委
託
物
が
盗
品
か
を
論
ぜ
ず
、
善
意
の
譲
受
人
は
い
ず
れ
も
民
法
第
八
〇
一
条
及
び
第
九
四
八
条
の
規

定
に
よ
り
動
産
の
所
有
権
を
善
意
取
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
盗
品
は
善
意
取
得
の
目
的
物
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
委
託
物
に
対
し
て
、
原
占
有
者
は
回
復
請
求
権
を
失
う
（
台
湾
最
高
法
院
四
〇
年
台
上
字
第
七
〇
四
号
判
例
、

四
四
年
台
上
字
第
一
〇
四
二
号
判
例
）
が
、
盗
品
に
対
し
て
は
、
民
法
第
九
四
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
原
占
有
者
は
盗
ま
れ
た
時
よ
り

二
年
以
内
は
回
復
請
求
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
委
託
物
と
盗
品
は
異
な
り
、
要
点
は
「
回
復
請
求
権
が
あ
る
か
否
か
」
に
あ

り
、「
善
意
取
得
で
き
る
か
ど
う
か
」
で
は
な
い
。

２
　
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
を
採
る
理
由

（
１
）
文
義
解
釈
の
観
点

　

台
湾
民
法
第
九
四
九
条
の
定
め
る
回
復
請
求
権
と
は
、
善
意
の
譲
受
人
が
す
で
に
盗
品
の
所
有
権
を
取
得
し
て
い
る
が
、
し
か
し
原

権
利
者
が
善
意
の
譲
受
人
に
そ
の
本
来
の
権
利
の
「
回
復
」
を
請
求
す
る
こ
と
を
表
わ
す
と
す
る
。
も
し
原
権
利
者
が
未
だ
そ
の
本
来

の
権
利
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
善
意
の
譲
受
人
も
ま
た
盗
品
の
所
有
権
を
善
意
取
得
し
て
い
な
い
な
ら
、
原
権
利
者
は
善
意
の
譲
受
人
に

そ
の
物
の
「
返
還
」
を
請
求
す
べ
き
で
あ
る（

８
）。
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三
四 

72－1・2－（名城　'22）

（
２
）
法
比
較
の
観
点

　

日
本
の
民
法
学
者
我
妻
栄
教
授
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
日
本
の
判
例
の
見
解
は
一
面
的
に
す
ぎ
、
こ
の
回
復
請
求
権
は
す
な
わ
ち

日
本
民
法
第
一
九
三
条
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
回
復
を
請
求
す
る
時
は
、
占
有
を
回
復
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
盗
難
の
時
或
は

遺
失
の
時
の
本
来
の
権
利
関
係
も
ま
た
い
っ
し
ょ
に
復
活
す
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
し
て
や
日
本
民
法
第
一
九
二
条
の
規
定
に

よ
れ
ば
、
所
有
権
は
通
常
い
ず
れ
も
善
意
取
得
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
重
視
す
べ
き
原
則
で
あ
る
の
で
、
日
本
民
法
第
一
九
三
条

に
よ
り
回
復
を
請
求
す
る
場
合
の
み
、
所
有
権
は
元
に
戻
る
効
果
が
生
ず
る
と
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
こ
そ
善
意
取
得
制
度
の
意
義

に
合
致
す
る
。
且
つ
も
し
原
権
利
者
帰
属
説
を
採
る
な
ら
、
盗
難
の
時
或
は
遺
失
の
時
が
明
確
で
な
く
、
善
意
取
得
者
の
二
年
の
除
斥

期
間
に
い
つ
達
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
つ
所
有
権
を
取
得
し
た
か
は
明
確
で
な
い
の
で
、
ゆ
え
に
妥
当
で
は
な
い
の
で
あ

る（
９
）。

　

台
湾
民
法
第
九
四
八
条
は
改
正
前
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
動
産
の
所
有
権
或
は
そ
の
他
の
物
権
の
移
転
或
は
設
定
を
目
的
と
し
、

善
意
で
そ
の
動
産
の
占
有
を
譲
り
受
け
る
な
ら
、
た
と
え
そ
の
譲
渡
人
に
譲
り
渡
し
の
権
利
が
な
く
と
も
、
そ
の
占
有
は
な
お
法
律
の

保
護
を
受
け
る
。」
ス
イ
ス
民
法
第
九
三
三
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
所
有
権
、
制
限
物
権
の
移
転
を
目
的
と
し
、
善
意
で
動
産
の

占
有
を
譲
り
受
け
る
も
の
は
、
た
と
え
譲
渡
人
が
占
有
動
産
の
委
託
を
受
け
る
時
、
未
だ
占
有
移
転
の
授
権
を
取
得
し
て
い
な
く
と
も
、

譲
受
人
の
占
有
の
取
得
は
な
お
保
護
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。」
台
湾
民
法
第
九
四
八
条
は
ス
イ
ス
民
法
第
九
三
三
条
の
「
た
と
え
譲

渡
人
が
占
有
動
産
の
委
託
を
受
け
る
時
」
の
規
定
が
な
く
、
こ
の
た
め
台
湾
民
法
第
九
四
八
条
は
委
託
物
に
限
ら
ず
、
委
託
物
か
盗
品

か
を
論
ぜ
ず
、
善
意
の
譲
受
人
は
い
ず
れ
も
台
湾
民
法
第
九
四
八
条
及
び
第
八
〇
一
条
の
規
定
に
よ
り
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
る
。

台
湾
民
法
第
九
四
九
条
の
規
定
は
、
原
占
有
者
が
占
有
を
失
っ
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
回
復
請
求
権
を
も
つ
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
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三
五 

72－1・2－ （名城　'22）

（
３
）
取
引
の
安
全
を
貫
徹
す
る
観
点

　

善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
を
採
る
と
、
盗
品
の
所
有
権
は
こ
の
二
年
の
期
間
内
は
善
意
の
譲
受
人
に
帰
属
し
、
善
意
の
譲
受
人
は
物
権

法
の
保
護
を
受
け
る
の
で
、
例
え
ば
占
有
物
が
第
三
者
に
侵
奪
さ
れ
た
時
は
、
善
意
の
譲
受
人
は
第
三
者
に
対
し
て
所
有
物
の
返
還
請

求
権
を
主
張
し
う
る
。
そ
し
て
第
三
者
が
占
有
物
に
対
し
て
強
制
執
行
す
る
時
は
、
善
意
の
譲
受
人
は
第
三
者
に
対
し
て
第
三
者
異
議

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
取
引
の
安
全
を
貫
徹
で
き
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

（
三
）　
折
衷
説

　

折
衷
説
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
善
意
取
得
者
は
被
害
者
及
び
遺
失
者
以
外
の
そ
の
他
の
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
す
で
に
取
得

し
た
所
有
権
者
の
地
位
に
あ
り
、
ゆ
え
に
善
意
取
得
者
は
第
三
者
に
対
し
て
所
有
権
を
即
時
取
得
す
る
が
、
但
し
被
害
者
及
び
遺
失
者

に
対
し
て
即
時
取
得
を
主
張
し
え
な
い）

（（
（

。

三
、
台
湾
民
法
第
九
四
九
条
改
正
に
対
す
る
考
察

　

台
湾
民
法
物
権
編
の
改
正
の
後
、
通
説
は
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
を
採
る
が
、
但
し
民
法
第
九
四
九
条
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
動
産

所
有
権
の
善
意
取
得
を
い
か
に
定
め
る
か
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
な
お
収
ま
っ
て
は
い
な
い）

（1
（

。
原
権
利
者
帰
属
説
と
善
意
の
譲
受
人
帰

属
説
、
二
つ
の
共
通
点
は
、
い
ず
れ
も
委
託
物
と
盗
品
を
区
別
す
べ
き
と
考
え
、
異
な
る
扱
い
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
二
者
の
相
違
点

は
以
下
に
あ
る
。
原
権
利
者
帰
属
説
は
、
盗
品
は
原
則
と
し
て
善
意
取
得
で
き
な
い
が
、
し
か
し
被
害
者
が
占
有
を
失
っ
た
時
よ
り
二

年
以
内
に
、
善
意
で
譲
受
け
た
現
占
有
者
に
対
し
て
回
復
を
請
求
し
な
い
時
は
、
そ
の
権
利
（
所
有
権
を
含
む
）
を
失
い
、
善
意
で
譲
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72－1・2－（名城　'22）

受
け
た
現
占
有
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
は
、
盗
品
は
善
意
取
得
で
き
る
の
で
あ
り
、
た

だ
被
害
者
が
占
有
を
失
っ
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
に
対
し
て
回
復
請
求
権
を
も
つ
の
み
で
あ
る
と
考
え

る
。
本
稿
は
、
原
権
利
者
帰
属
説
と
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
は
い
ず
れ
も
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
、
も
う
一
つ
の
問
題

解
決
方
法
を
提
起
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

（
一
）　
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
か
ら
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
問
題

１
　
す
で
に
所
有
権
を
失
っ
た
原
所
有
権
者
は
「
相
対
的
に
か
な
り
強
い
法
律
上
の
地
位
」
を
も
つ
の
か
？

　

お
よ
そ
紀
元
前
一
世
紀
、
ロ
ー
マ
の
最
高
位
の
法
務
官prätor Publicius

は
所
有
物
返
還
請
求
権
の
制
度
（rei vindicatio

）

を
真
似
、actio Publiciana

訴
訟
を
作
り
出
し
、
時
効
取
得
の
占
有
者
に
、
取
得
時
効
期
間
の
完
成
前
に
、
時
効
が
す
で
に
完
成
し

た
と
擬
制
し
、
法
的
地
位
の
か
な
り
弱
い
相
手
方
に
対
し
てactio Publiciana

訴
訟
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時

効
取
得
の
占
有
者
を
保
護
し
た）

（1
（

。actio Publiciana

訴
訟
を
提
起
す
る
の
は
、
原
告
は
合
法
の
法
律
上
の
名
義
（ex iusta causa

）

に
基
づ
い
て
、
善
意
で
（bona fide

）
物
品
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
た
め
市
民
法
上
の
所
有
権
を
取
得
し
て
い
な
い
と
、

取
得
時
効
の
期
間
が
完
成
し
て
い
な
い
ば
か
り
に
、
以
下
の
二
つ
の
こ
と
が
よ
く
起
き
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
そ
の
一
、
譲
渡
人
が
所
有
権

者
で
な
い
…
権
利
に
瑕
疵
が
あ
る
。
例
え
ば
甲
が
Ａ
画
を
も
っ
て
お
り
、
乙
の
展
覧
に
貸
し
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
乙
は
Ａ
画
を
善
意
の

丙
に
売
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
乙
は
Ａ
画
の
所
有
権
者
で
は
な
い
の
で
、
丙
に
Ａ
画
の
所
有
権
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
丙
は

時
効
に
よ
っ
て
の
み
Ａ
画
の
所
有
権
を
取
得
で
き
る
。
取
得
時
効
期
間
の
完
成
前
に
、
Ａ
画
が
丁
に
盗
ま
れ
る
と
、
丙
は
丁
に
対
し

てactio Publiciana

訴
訟
を
提
起
し
、
丁
に
Ａ
画
の
返
還
を
請
求
す
る
。
し
か
し
真
の
所
有
権
者
の
甲
に
対
し
て
は
、
丙
はactio 

Publiciana

訴
訟
は
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
丙
が
も
しactio Publiciana

訴
訟
を
提
起
す
る
な
ら
、
甲
は
そ
の
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合
法
の
所
有
権
を
も
つ
こ
と
を
主
張
し
抗
弁
（exceptio iusti dom

inii

）
で
き
る
の
で
、
丙
の
訴
訟
は
却
下
さ
れ
る）

（1
（

。
そ
の
二
、
譲

渡
人
が
所
有
権
者
で
あ
る
…
処
分
行
為
の
方
式
に
瑕
疵
が
あ
る
。
例
え
ば
甲
は
乙
か
ら
奴
隷
を
買
っ
た
。
奴
隷
はres m

ancipi

で
あ

る
の
で
、m

ancipatio

或
はin jure cessio

の
方
式
で
あ
れ
ば
、
奴
隷
の
所
有
権
は
移
転
で
き
る
の
だ
が
、
し
か
し
甲
は
乙
と
こ
れ

ら
の
方
式
で
奴
隷
の
所
有
権
を
移
転
せ
ず
に
、traditio

の
方
式
で
所
有
権
を
移
転
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
奴
隷
が
逃
げ
出
し
、
丙

に
捕
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
丙
は
奴
隷
を
甲
に
返
し
た
く
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
尋
ね
た
い
の
は
、
甲
は
丙
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
種
類
の

権
利
を
主
張
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
甲
と
乙
はtraditio

の
方
式
で
所
有
権
を
移
転
し
た
の
で
、
甲
は
奴
隷
の
市
民
法
上

の
所
有
権
の
取
得
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
時
効
に
よ
っ
て
奴
隷
の
市
民
法
上
の
所
有
権
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
効

取
得
期
間
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
時
は
、
乙
は
な
お
奴
隷
の
市
民
法
上
の
所
有
権
者
で
あ
り
、
甲
は
丙
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
も

主
張
で
き
な
い
。
ロ
ー
マ
共
和
期
の
末
期
、
人
々
は
徐
々
に
こ
の
よ
う
な
結
果
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
法
務
官
は
買
主
に

actio Publiciana

訴
権
を
与
え
、
買
主
に
法
務
官
法
上
の
所
有
権
を
取
得
さ
せ）

（1
（

、
丙
に
奴
隷
の
返
還
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る）

（1
（

。

　

ド
イ
ツ
民
法
第
一
〇
〇
七
条）

（1
（

及
び
ス
イ
ス
民
法
第
九
三
四
条
第
一
項）

（1
（

の
規
定
は
、
ロ
ー
マ
法
のactio Publiciana

訴
訟
の
影
響
を

受
け）

11
（

、
盗
品
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
善
意
の
前
占
有
者
」
と
「
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
」
を
比
較
す
る
と
、
前
者
は
「
相
対
的

に
か
な
り
強
い
法
律
上
の
地
位
」
を
も
ち
、
ゆ
え
に
「
善
意
の
前
占
有
者
」
は
「
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
」
に
そ
の
物
の
回
復

を
請
求
で
き
る
と
い
う
の
は
、
法
律
論
理
上
合
理
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
善

意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
は
す
で
に
盗
品
の
所
有
権
を
善
意
取
得
し
て
お
り
、「
相
対
的
に
か
な
り
強
い
法
律
上
の
地
位
」
を
も
つ

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
一
つ
問
題
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
台
湾
民
法
第
九
四
九
条
が
す
で
に
所
有
権
を
失
っ
た
原
所
有
権
者
（
相
対

的
に
か
な
り
弱
い
法
律
上
の
地
位
を
も
つ
）
に
、
す
で
に
所
有
権
を
取
得
し
た
善
意
の
譲
受
人
（
相
対
的
に
か
な
り
強
い
法
律
上
の
地

位
を
も
つ
）
に
対
し
そ
の
物
の
回
復
を
請
求
で
き
る
と
す
る
の
は
妥
当
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
姚
瑞
光
は
次
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の
よ
う
に
考
え
る
。「
善
意
取
得
者
が
動
産
所
有
権
を
取
得
し
た
後
、
原
所
有
者
の
所
有
権
は
す
で
に
失
わ
れ
て
お
り
、
回
復
を
請
求

で
き
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
の
で
…
民
法
第
九
四
九
条
の
除
外
規
定
は
、
法
律
上
少
し
も
理
由
な
く
、
且
つ
論
理
に
合
わ
な
い）

1（
（

。」

２
　
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
は
無
権
占
有
者
か
？

　

有
権
占
有
者
は
、
他
人
が
本
権
の
行
使
を
な
す
の
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
、
例
え
ば
、
賃
借
人
は
賃
貸
借
関
係
が
有
効
に
存
在
す

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
有
権
占
有
を
主
張
で
き
、
賃
貸
人
が
賃
貸
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
を
拒
絶
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

無
権
占
有
者
は
、
占
有
物
返
還
義
務
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
賃
貸
借
関
係
消
滅
後
、
賃
借
人
は
無
権
占
有
者
と
な
り
、
賃
貸

人
の
賃
貸
物
返
還
の
請
求
に
つ
い
て
、
占
有
物
を
返
還
す
る
義
務
を
有
す
る）

11
（

。
こ
の
外
、
地
上
権
、
質
権
等
の
物
権
に
基
づ
い
て
、
或

は
賃
貸
借
、
使
用
貸
借
等
の
債
権
に
基
づ
い
て
、
他
人
の
物
を
占
有
す
る
こ
と
は
、
ま
た
有
権
占
有
で
あ
り
、
他
人
の
所
有
物
返
還
請

求
権
の
主
張
に
対
抗
で
き
る
。
民
法
第
七
六
七
条
第
一
項
の
定
め
る
所
有
物
返
還
請
求
権
は
、
被
告
は
無
権
占
有
者
或
は
そ
の
所
有
物

を
侵
奪
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
所
有
権
者
が
も
し
有
権
占
有
者
を
被
告
と
す
る
な
ら
、
そ
の
所
有
物
の
返
還
を
請
求

す
る
訴
え
は
、
裁
判
所
が
訴
え
の
理
由
な
し
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
は
一
つ
に
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
は
民
法
第
八
〇
一
条
及
び
第
九
四
八

条
の
規
定
に
よ
り
、
盗
品
の
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
る
。
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
は
す
で
に
盗
品
の
所
有
権
を
取
得
し
て
お

り
、
即
ち
「
有
権
占
有
」
で
あ
り
、
他
人
が
本
権
の
行
使
を
な
す
こ
と
を
拒
絶
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
は

も
う
一
方
で
ま
た
次
の
よ
う
に
も
主
張
す
る
。「
す
で
に
所
有
権
を
失
っ
た
」
被
害
者
は
、
占
有
を
失
っ
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
、
民

法
第
九
四
九
条
の
規
定
に
よ
り
、「
す
で
に
所
有
権
を
取
得
し
た
」
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
に
、そ
の
物
の
回
復
を
請
求
で
き
る
。

善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
の
見
解
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
の
疑
い
が
あ
る
。
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３
　
善
意
の
譲
受
人
が
盗
品
を
処
分
す
る
の
は
無
権
処
分
か
？

　

善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
は
、
善
意
の
譲
受
人
は
民
法
第
八
〇
一
条
及
び
第
九
四
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
盗
品
の
所
有
権
を
善
意
取
得

で
き
る
と
考
え
る
。
善
意
の
譲
受
人
は
す
で
に
盗
品
の
所
有
権
を
取
得
し
、
民
法
第
七
六
五
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
処
分
の
権
能
を

も
ち
、
善
意
の
譲
受
人
は
盗
品
を
処
分
す
る
こ
と
は
、「
有
権
処
分
」
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
譲
受
人
は
善
意
か
悪
意
か
を
論
ぜ
ず
、

い
ず
れ
も
盗
品
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
第
九
四
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
害
者
が
盗
ま
れ
た
時
よ
り

二
年
以
内
は
、
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
に
、
そ
の
物
の
回
復
を
請
求
で
き
る
こ
と
は
、
善
意
の
譲
受
人
は
盗
品
に
対
し
て
「
無

権
処
分
」
し
た
と
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
被
害
者
は
な
ぜ
二
年
以
内
は
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
に
そ
の
物
の
回

復
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
か
？
善
意
の
譲
受
人
の
盗
品
の
処
分
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
体
「
有
権
処
分
」
な
の
か
或
は
「
無
権

処
分
」
な
の
か
の
問
題
が
あ
り
、「
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
」
と
「
原
占
有
者
が
占
有
を
喪
失
し
た
時
よ
り
二
年
以
内
は
回
復
請
求
権

が
あ
る
」
は
、
二
つ
は
相
互
に
矛
盾
し
、
並
存
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

４
　
原
占
有
者
が
回
復
を
請
求
す
る
客
体
は
所
有
権
か
？

　

台
湾
民
法
第
九
四
九
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
占
有
物
が
も
し
盗
品
、
遺
失
物
或
は
そ
の
他
の
原
占
有
者
の
意
思
に
基
づ
か
ず

に
そ
の
占
有
を
喪
失
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
原
占
有
者
は
占
有
喪
失
の
時
よ
り
二
年
以
内
は
、
善
意
で
譲
り
受
け
た
現
占
有
者
に
そ

の
物
の
回
復
を
請
求
で
き
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
物
を
回
復
す
る
も
の
は
、
そ
の
占
有
を
喪
失
し
た
時
よ
り
、
そ
の
本
来
の
権

利
を
回
復
す
る
。」
台
湾
の
民
法
学
者
の
通
説
は
、
動
産
所
有
権
の
善
意
取
得
の
場
合
、
原
占
有
者
の
回
復
請
求
の
客
体
は
「
所
有
権
」

及
び
「
そ
の
他
の
権
利
」
或
は
「
善
意
の
占
有
者
の
法
律
上
の
地
位
」
で
あ
る
と
し
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
甲
が
一
幅
の
名
画
を

も
ち
、乙
の
画
廊
の
展
覧
に
貸
出
し
た
と
こ
ろ
、丙
が
乙
の
不
注
意
に
乗
じ
て
、そ
の
名
画
を
盗
み
善
意
無
過
失
の
丁
に
売
っ
て
し
ま
っ

た
と
す
る
。
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
丁
は
民
法
第
八
〇
一
条
及
び
第
九
四
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
画
の
所
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有
権
を
善
意
取
得
で
き
る
。
し
か
し
乙
は
民
法
第
九
四
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、こ
の
名
画
の
占
有
を
失
っ
た
後
の
二
年
以
内
は
、

丁
に
こ
の
名
画
の
回
復
を
請
求
で
き
、
並
び
に
民
法
九
四
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
占
有
を
失
っ
た
時
よ
り
、
そ
の
本
来
の

権
利
を
回
復
す
る
。
こ
の
た
め
、
乙
が
丁
に
回
復
を
請
求
す
る
客
体
は
二
つ
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
名
画
の
「
占
有
」
と
「
そ
の
本
来
の

権
利
」
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
乙
が
「
そ
の
本
来
の
権
利
」
の
回
復
を
請
求
す
る
と
は
、
賃
借
権
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
所

有
権
を
指
す
の
か
で
あ
る
。
乙
が
回
復
を
請
求
す
る
客
体
は
、
も
し
丁
が
す
で
に
取
得
し
て
い
る
所
有
権
で
あ
る
な
ら
、
問
題
と
な
る

の
は
、
乙
は
賃
借
人
に
す
ぎ
ず
、
所
有
権
者
で
は
な
い
の
で
、「
始
め
か
ら
有
し
て
い
な
い
所
有
権
」
を
ど
う
や
っ
て
回
復
請
求
す
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
日
本
の
学
者
我
妻
栄
教
授
は
、
乙
が
回
復
を
請
求
す
る
の
は
賃
借
権
で
あ
っ
て
、
所
有
権
で
な

い
と
考
え
る）

11
（

。

　

も
し
我
妻
栄
教
授
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
乙
は
賃
借
権
の
回
復
を
請
求
し
、
所
有
権
の
回
復
を
請
求
す
る
の
で
は
な
い
の
で
、
丁
は
な

お
所
有
権
者
で
あ
り
、
甲
は
す
で
に
そ
の
名
画
に
対
す
る
所
有
権
を
失
っ
た
と
な
る
と
、
甲
と
乙
の
賃
貸
借
関
係
は
依
然
と
し
て
存
在

し
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
甲
と
乙
の
賃
貸
借
関
係
が
依
然
と
し
て
存
在
し
続
け
る
と
考
え
た
と
し
て
、
乙
は
甲
と
乙
の
賃
貸

借
関
係
に
よ
っ
て
丁
に
対
抗
で
き
、
丁
に
「
賃
借
権
」
及
び
占
有
を
請
求
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
外
、
賃
貸
借
関
係
が
も
と
も
と

甲
と
乙
の
間
に
存
在
し
、
丁
が
そ
の
名
画
の
所
有
権
を
善
意
取
得
し
て
い
る
の
で
、
民
法
第
四
二
五
条
第
一
項
の
売
買
は
賃
貸
借
を
破

ら
な
い
の
規
定
を
類
推
適
用
し
て
（
乙
は
す
で
に
こ
の
名
画
の
占
有
を
失
っ
て
い
る
の
で
、
売
買
は
賃
貸
借
を
破
ら
な
い
を
主
張
で
き

る
か
ど
う
か
は
、
甚
だ
争
い
が
あ
る
）、
賃
貸
借
関
係
は
乙
と
丁
の
間
に
続
け
て
存
在
す
る
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
も
な
く
ば
乙

は
ど
の
よ
う
に
し
て
丁
に
「
賃
借
権
」
と
占
有
を
主
張
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
賃
貸
借
関
係
が
乙
と
丁
の
間
に
存
在
し
続
け

る
と
考
え
て
も
、
賃
貸
借
の
期
限
が
き
た
時
、
丁
は
乙
に
所
有
物
の
返
還
を
請
求
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
外
、
も
し
甲
と
乙
が
以
前
に
結
ん
だ
も
の
が
使
用
貸
借
契
約
で
あ
り
、
乙
が
借
用
者
で
あ
る
の
で
、
丁
に
「
借
用
権
」
の
回
復

を
請
求
す
る
な
ら
、
丁
は
所
有
権
を
も
つ
の
で
、
乙
は
甲
と
乙
の
間
の
「
借
用
権
」
を
理
由
に
丁
の
「
所
有
権
」
に
対
抗
で
き
、
こ
の
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名
画
を
続
け
て
占
有
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
甲
と
乙
の
以
前
に
結
ん
だ
も
の
が
寄
託
契
約
で
あ
り
、
丁
が
こ
の
名
画
の
所
有
権
を

善
意
取
得
し
、
甲
が
こ
の
名
画
の
所
有
権
を
失
う
な
ら
、
甲
と
乙
の
以
前
存
在
し
た
寄
託
関
係
は
依
然
と
し
て
存
在
し
続
け
る
の
だ
ろ

う
か
。
乙
は
甲
の
受
寄
人
と
し
て
丁
に
こ
の
名
画
の
回
復
を
請
求
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
甲
と
乙
の
寄
託
契
約
は
乙
と
丁
の
寄
託
関
係

に
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
丁
は
乙
に
そ
の
名
画
の
返
還
を
請
求
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
は
、
理
論
上
多
く
の
解

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
直
面
し
て
い
る）

11
（

。

（
二
）　
原
権
利
者
帰
属
説
か
ら
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
問
題

１
　
買
主
は
売
主
が
横
領
罪
或
は
窃
盗
罪
を
犯
し
た
か
を
調
査
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か

　

原
権
利
者
帰
属
説
は
、
委
託
物
と
盗
品
を
区
別
し
、
委
託
物
は
善
意
取
得
で
き
、
盗
品
は
原
則
と
し
て
善
意
取
得
で
き
な
い
と
考
え

る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
問
題
が
あ
り
、
例
え
ば
甲
は
乙
と
寄
託
契
約
を
結
び
、
乙
に
名
画
の
保
管
を
頼
ん
だ
場
合
な
ど
で
あ
る
。
乙

が
忠
誠
義
務
に
違
反
し
、
甲
の
名
画
を
横
領
し
、
自
己
の
名
義
で
、
名
画
を
善
意
無
過
失
の
丙
に
売
る
な
ら
、
乙
は
刑
法
上
の
横
領
罪

と
な
る
が
、
し
か
し
丙
は
名
画
の
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
乙
が
甲
の
名
画
を
盗
み
、
自
己
の
名
義
で
、
善
意

無
過
失
の
丙
に
売
る
と
、
乙
は
刑
法
上
の
窃
盗
罪
と
な
り
、
丙
は
名
画
の
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
乙
の
犯
す
罪

が
、
横
領
罪
か
窃
盗
罪
か
は
、
丙
が
名
画
の
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
る
か
ど
う
か
に
影
響
す
る
。
丙
が
も
し
名
画
の
所
有
権
を
取
得

し
た
い
な
ら
、
乙
が
横
領
罪
或
は
窃
盗
罪
を
犯
し
て
い
る
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

。
問
題
と
な
る
の
は
次
で
あ
る
。
動
産
所

有
権
の
善
意
取
得
制
度
は
、
法
と
経
済
的
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
、
並
び
に
社
会
の
一
般
取
引
の
安
全
と
便
利
さ
を
追
求
す
る

な
ら
、
買
主
は
「
正
常
な
情
況
の
下
で
は
」
売
主
が
譲
渡
の
権
利
を
持
つ
か
ど
う
か
は
調
査
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
原
権
利
者
帰
属
説
に
よ
れ
ば
、
売
主
に
譲
渡
権
が
な
い
状
況
の
下
で
は
、
買
主
は
も
し
売
買
の
目
的
物
の
所
有
権
を
善
意
取
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四
二 

72－1・2－（名城　'22）

得
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
売
主
が
横
領
罪
或
は
窃
盗
罪
を
犯
し
て
い
な
い
か
調
査
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
明
ら
か

に
取
引
上
の
調
査
の
コ
ス
ト
を
下
げ
て
、
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
と
の
目
的
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
買
主
に
売

主
が
譲
渡
の
権
利
を
も
つ
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
ず
、
さ
ら
に
買
主
に
売
主
が
横
領
罪
或
は
窃
盗
罪
を
犯
し
た
か
ど

う
か
調
査
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う）

11
（

。

２
　
買
主
は
委
託
物
と
盗
品
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？

　

占
有
補
助
者
が
占
有
者
の
同
意
を
得
ず
に
、
自
己
の
名
義
で
占
有
者
の
物
を
売
っ
た
な
ら
、
窃
盗
罪
と
な
る
。
賃
借
人
が
賃
貸
人
の

同
意
を
得
ず
に
、
自
己
の
名
義
で
賃
貸
人
の
物
を
売
っ
た
な
ら
、
横
領
罪
と
な
る）

11
（

。
占
有
補
助
者
と
賃
借
人
は
物
に
対
し
て
い
ず
れ
も

事
実
上
の
支
配
力
を
も
つ
の
で）

11
（

、
時
に
は
区
別
が
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
買
主
が
も
し
善
意
取
得
し
た
い
の
な
ら
、
売
主
が
占
有

補
助
者
な
の
か
或
は
賃
借
人
で
あ
る
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
外
、
甲
は
そ
の
所
有
す
る
名
画
を
乙
に
交
付
し
、
乙
が

自
己
の
名
義
で
そ
の
名
画
を
善
意
の
丙
に
転
売
す
る
と
い
う
と
き
、
二
つ
の
場
合
が
あ
り
、
一
つ
目
は
甲
が
乙
に
詐
欺
に
か
け
ら
れ
た

場
合
で
、
も
う
一
つ
は
、
甲
が
乙
に
脅
迫
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
通
説
は
、
甲
が
乙
に
詐
欺
に
か
け
ら
れ
、
名
画
を
乙
に
交
付
し
た
な

ら
、
委
託
物
と
な
り
、
丙
は
善
意
取
得
で
き
る
が
、
甲
が
乙
に
脅
迫
さ
れ
、
名
画
を
乙
に
交
付
し
た
な
ら
、
盗
品
と
な
り
、
丙
は
原
則

と
し
て
善
意
取
得
で
き
な
い
と
す
る）

11
（

。
こ
の
た
め
、
丙
が
も
し
善
意
取
得
し
た
い
な
ら
、
乙
が
詐
欺
或
は
脅
迫
で
名
画
を
取
得
し
た
の

か
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
買
主
に
つ
い
て
言
え
ば
、
売
主
が
売
買
目
的
物
を
取
得
し
た
原
因
は
詐
欺
な
の
か

或
は
脅
迫
な
の
か
を
調
査
す
る
の
は
、
売
主
が
譲
渡
の
権
利
を
も
つ
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
よ
り
難
し
い
。

３
　
占
有
の
公
信
力
は
委
託
物
か
盗
品
か
で
異
な
る
か
？

　

動
産
の
占
有
は
、
権
利
外
観
の
作
用
を
も
ち
、
動
産
の
公
示
方
法
で
あ
り
、
公
信
力
を
も
つ）

1（
（

。
譲
渡
人
が
動
産
を
占
有
し
て
お
り
、
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四
三 

72－1・2－ （名城　'22）

譲
受
人
が
誤
ま
っ
て
譲
渡
人
が
所
有
権
者
だ
と
思
い
、
善
意
で
動
産
を
譲
り
受
け
る
と
、
た
と
え
譲
渡
人
が
事
実
上
所
有
権
を
移
転
す

る
権
利
が
な
く
と
も
、
譲
受
人
は
な
お
所
有
権
を
善
意
取
得
す
る
の
で
あ
り
、
動
産
が
ど
の
よ
う
に
原
所
有
権
者
の
占
有
か
ら
離
れ
た

か
に
至
っ
て
は
、
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
原
権
利
者
帰
属
説
に
よ
る
と
、
委
託
物
は
善
意
取
得

で
き
る
が
、
盗
品
は
原
則
と
し
て
善
意
取
得
で
き
な
い
。
譲
渡
人
の
委
託
物
の
占
有
に
対
し
て
は
、
公
信
力
が
あ
る
が
、
譲
渡
人
の
盗

品
の
占
有
に
対
し
て
は
、
公
信
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
い
な
ら
、
同
じ
よ
う
な
動
産
の
占
有
に
対
し
て
、

な
ぜ
異
な
る
法
律
効
果
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
？

４
　
他
人
に
動
産
の
占
有
を
委
託
す
る
こ
と
は
責
に
帰
す
べ
き
事
由
か
？

　

学
者
の
中
に
は
、
所
有
権
者
が
動
産
を
他
人
の
占
有
に
委
託
し
、
も
し
他
人
が
動
産
を
善
意
の
第
三
者
に
売
る
な
ら
、
所
有
権
者
に

所
有
権
を
失
わ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
所
有
権
者
は
動
産
を
他
人
の
占
有
に
委
託
し
て
お
り
、
責
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
か

ら
だ
と
考
え
る
者
も
い
る）

11
（

。し
か
し
な
が
ら
、い
わ
ゆ
る「
責
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
」は
、「
誤
り
が
あ
り
、故
意
或
は
過
失
が
あ
っ
て
、

非
難
に
値
す
る
」
の
意
味
で
あ
り
、
通
常
は
不
法
行
為
に
用
い
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
給
付

が
不
能
と
な
っ
た
も
の
は
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
で
あ
る
。
所
有
権
者
が
賃
貸
借
、
使
用
貸
借
、
寄
託
契

約
を
結
び
、
動
産
を
他
人
に
交
付
す
る
こ
と
は
、
日
常
生
活
で
常
に
生
じ
、
且
つ
社
会
経
済
の
正
常
な
運
用
の
維
持
は
必
要
と
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、正
当
な
合
法
行
為
で
あ
り
、不
法
行
為
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
動
産
を
他
人
に
交
付
す
る
こ
と
は「
責
に
帰
す
べ
き
事
由
」

と
な
る
と
主
張
し
、
委
託
者
の
所
有
権
喪
失
の
理
由
と
す
る
の
は
、
妥
当
か
ど
う
か
争
い
が
あ
る）

11
（

。
こ
の
外
、
も
し
動
産
を
他
人
の
占

有
に
委
託
す
る
の
は
「
責
に
帰
す
べ
き
事
由
」
と
考
え
る
な
ら
、
即
ち
夜
に
戸
を
閉
め
ず
窃
盗
に
あ
う
や
、
腕
時
計
或
は
携
帯
電
話
を

図
書
館
に
忘
れ
、
そ
の
財
産
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
責
に
帰
す
べ
き
事
由
と
な
る
の
で
は
な
い
か）

11
（

。
な
ぜ
盗
品
、
遺
失

品
は
原
則
と
し
て
善
意
取
得
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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72－1・2－（名城　'22）

　

法
律
発
展
史
か
ら
み
る
と
、
ゲ
ル
マ
ン
固
有
法
は
一
つ
の
物
権
の
み
あ
り
、
つ
ま
り
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
（G

ew
ere

）
で
あ
る
。
そ
し
て

ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
は
物
に
対
す
る
事
実
上
の
支
配
力
（Sachherrshaft

）
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
ま
た
物
に
対
す
る
唯
一
の
権
利

（einzige Berechitigung an Sachen

）
で
あ
る）

11
（

。
所
有
権
と
占
有
合
一
の
観
念
に
基
づ
け
ば
、
所
有
権
者
は
そ
の
物
を
占
有
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
自
ら
そ
の
物
を
他
人
に
交
付
す
る
な
ら
、
そ
の
所
有
権
は
弱
ま
り
、
所
有
権
を
失
い
さ
え
す
る
。
こ
の
た
め
、

所
有
権
者
は
賃
貸
借
、
使
用
貸
借
、
或
は
寄
託
契
約
を
結
び
、
そ
の
物
を
契
約
相
手
に
交
付
す
る
時
、
そ
の
人
が
信
頼
に
値
す
る
か
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（H

and m
uss H

and w
ahren

）、
さ
も
な
く
ば
第
三
者
に
返
還
請
求
で
き
な
い
危
険
に
直
面
す
る
。
こ
の

よ
う
な
制
度
が
、
所
有
権
者
に
危
険
を
監
督
し
ま
た
危
険
を
受
け
止
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
、
な
お
合
理
的
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
現
代
民
法
は
す
で
に
所
有
権
ま
た
制
限
物
権
と
占
有
を
区
別
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
日
常
生
活
の
中
で
、
所
有
権
と
占
有
が
分

離
す
る
こ
と
は
す
で
に
常
態
化
し
て
お
り
、
ゲ
ル
マ
ン
法
の
時
代
と
は
異
な
っ
て
い
る）

11
（

。
も
し
所
有
権
者
が
第
三
者
の
善
意
取
得
を
避

け
る
た
め
、
賃
貸
借
、
使
用
貸
借
、
寄
託
、
質
入
れ
等
所
有
権
を
占
有
と
分
離
さ
せ
る
合
法
的
行
為
を
拒
絶
す
る
な
ら
、
社
会
経
済
の

正
常
な
運
用
に
影
響
す
る
だ
ろ
う
。

（
三
）　
善
意
取
得
制
度
は
公
開
市
場
の
取
引
機
能
を
確
保
す
る

　

動
産
所
有
権
の
善
意
取
得
制
度
は
、
そ
の
目
的
が
も
し
取
引
上
の
調
査
コ
ス
ト
を
下
げ
、
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
な

ら
、制
度
設
計
上
、重
点
は
「
譲
渡
人
」
及
び
「
譲
受
人
」
間
の
「
取
引
場
所
」
と
「
取
引
行
為
」
に
あ
る
べ
き
で
、「
委
託
物
」
或
は
「
盗

品
」
に
、
即
ち
原
所
有
権
者
は
そ
の
動
産
を
他
人
に
委
託
し
た
の
か
或
は
盗
ま
れ
た
の
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
取
引
上
の
調
査
コ
ス

ト
を
下
げ
る
こ
と
は
、
善
意
の
譲
受
人
が
譲
渡
人
は
譲
り
渡
す
権
利
を
も
つ
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
調
査
コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
ま
た
善
意
の
譲
受
人
の
取
引
上
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
イ
タ
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四
五 

72－1・2－ （名城　'22）

リ
ア
民
法
は
動
産
所
有
権
に
関
す
る
善
意
取
得
の
制
度
は
、委
託
物
と
盗
品
を
区
別
し
な
い
。
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
の
規
定
も
、

ま
た
委
託
物
と
盗
品
の
区
別
は
し
な
い
の
で
、
委
託
物
と
盗
品
の
区
別
を
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
九
四
二
年
施
行
の
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
一
五
三
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「（
１
）
動
産
の
譲
受
人
は
、
所
有
権
の
移
転
に
適
す

る
法
律
上
の
名
義
（
例
え
ば
売
買
契
約
）
が
あ
り
、
且
つ
動
産
交
付
時
に
善
意
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
譲
渡
人
が
動
産
の
所
有
権
者
で
な

く
と
も
、
ま
た
占
有
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取
得
す
る
。（
２
）
動
産
所
有
権
上
、
す
で
に
他
人
の
た
め
に
権
利
を
設

定
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
権
利
が
権
利
証
書
に
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
動
産
の
譲
受
人
が
善
意
の
時
は
、
負
担
の
な
い
所
有
権
を

取
得
す
る
。（
３
）
同
一
の
方
式
に
基
づ
い
て
、
用
益
物
権
、
使
用
権
及
び
質
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
同
法
第
一
一
五
五
条

は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
一
つ
の
動
産
に
つ
い
て
数
人
が
そ
れ
ぞ
れ
数
個
の
売
買
契
約
を
結
ん
だ
時
、
善
意
取
得
の
占
有
者
は
、
た

と
え
そ
れ
が
売
買
契
約
を
結
ん
だ
後
で
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
優
先
権
を
も
つ
。」
イ
タ
リ
ア
民
法
は
あ
ら
ゆ
る
民
法
の
中
で
、
最

も
善
意
取
得
者
を
保
護
す
る
民
法
で
あ
り
、
最
も
よ
く
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
意
図
を
貫
徹
し
て
い
る
が
、
し
か
し
所
有
権
者
の
窃

盗
防
止
の
コ
ス
ト
を
増
や
し
、
所
有
権
者
の
憲
法
の
保
障
を
受
け
る
所
有
権
を
侵
害
す
る
疑
い
が
あ
り
、
且
つ
社
会
の
基
本
的
な
道
徳

の
要
求
に
背
く
の
で
、
ゆ
え
に
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者
と
裁
判
官
は
、
こ
の
よ
う
な
価
値
観
念
の
衝
突
に
直
面
し
た
時
は
、
た
め
ら
い
、

迷
い
、
苦
し
み
を
感
じ
る
。
最
適
な
善
意
取
得
制
度
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
は
、
難
し
い
選
択
で
あ
る）

11
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
法
と
経
済
分
析
学
者
の
研
究
に
基
づ
け
ば
、
も
し
買
主
が
公
開
の
市
場
で
、
合
理
的
市
価
で
善
意
で
購
入
し
、
売

買
契
約
を
結
ん
だ
時
は
、
法
律
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
確
定
で
き
る
の
な
ら
、
買
主
の
証
明
の
コ
ス
ト
を
免
除
で
き
る
の
み
な
ら

ず
、
権
利
帰
属
の
不
確
定
性
を
低
く
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
理
性
的
な
消
費
者
は
、
当
然
な
が
ら
公
開
市
場
で

購
入
す
る
。
そ
し
て
同
様
の
物
品
は
、
公
開
市
場
の
成
約
価
格
は
か
な
り
高
く
、
非
公
開
市
場
で
の
成
約
価
格
は
か
な
り
低
い
の
で
、

有
権
処
分
者
に
、
公
開
市
場
で
売
り
出
さ
せ
る
よ
う
に
し
う
る
。
こ
の
た
め
、「
公
開
市
場
」
を
基
準
に
し
て
、
か
な
り
「
分
離
均
衡
」

（separating equilibrium

）
を
促
す
こ
と
に
な
り
、
公
開
市
場
の
販
売
物
は
、
多
く
は
有
権
処
分
と
な
り
、
無
権
処
分
の
率
は
お
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そ
ら
く
低
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
多
く
の
無
権
処
分
者
は
、
非
公
開
市
場
で
販
売
す
る
の
で
、
非
公
開
市
場
で
は
か
な
り

高
い
率
で
無
権
処
分
物
が
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
譲
渡
人
の
販
売
行
為
、
譲
受
人
の
購
入
行
為
を
誘
導
す
る
な
ら
、

無
権
処
分
を
減
ら
す
と
い
う
目
的
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
第
三
六
七
条
第
一
項
は
、
動
産
の
合
法
・
善
意
の
占
有
者
の
証
明
は
、
そ
れ
が
公
開
の
競
売
や
事
業
の
正
常
の

営
業
範
囲
内
で
こ
の
事
業
主
に
対
し
て
、
有
償
で
動
産
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
定
め
て

い
る
。
よ
っ
て
、
買
主
は
、
取
引
の
場
所
が
公
開
の
市
場
で
あ
り
（
公
開
競
売
・
事
業
の
正
常
の
営
業
の
範
囲
内
で
あ
る
）、
取
引
行

為
が
合
理
的
な
価
格
で）

11
（

こ
の
事
業
主
に
対
す
る
善
意
の
有
償
取
得
で
あ
る
と
証
明
し
さ
え
す
れ
ば
、
善
意
の
譲
受
人
は
保
護
を
受
け
、

即
ち
動
産
の
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
委
託
物
か
盗
品
か
の
区
別
は
な
く
、
ま
た
原
占
有
者
が
回
復
請
求
権
を

行
使
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
「
不
確
定
感
」
も
な
い
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
の
上
記
の
規
範
モ
デ
ル
は
、重
点
を
「
譲
渡
人
」

と
「
善
意
の
譲
受
人
」
の
間
の
「
公
開
市
場
」
の
「
有
償
取
引
行
為
」
に
お
き
、
公
開
市
場
の
取
引
機
能
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、

最
も
よ
く
財
産
権
の
帰
属
を
明
確
に
確
定
し
、
無
権
処
分
と
窃
盗
の
発
生
を
低
く
し
、
所
有
権
者
の
窃
盗
予
防
コ
ス
ト
を
下
げ
、
譲
受

人
の
調
査
コ
ス
ト
を
下
げ
、
所
有
権
と
取
引
の
安
全
の
い
ず
れ
に
も
注
意
し
、
自
ら
望
む
取
引
を
増
す
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
が
か
な

り
容
易
に
適
用
法
律
を
解
釈
で
き
る
の
で
、
立
法
政
策
上
頗
る
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る）

1（
（

。

四
、
結
論

　

ド
イ
ツ
民
法
と
ス
イ
ス
民
法
は
、
委
託
物
と
盗
品
を
区
別
し
、
善
意
の
譲
受
人
は
委
託
物
の
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
る
が
、
原
則

と
し
て
盗
品
の
所
有
権
の
善
意
取
得
は
で
き
な
い
。
日
本
の
民
法
学
者
の
我
妻
栄
教
授
は
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
を
提
起
し
、
ま
た
委

託
物
と
盗
品
を
分
け
て
処
理
す
る
と
し
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
民
法
や
ス
イ
ス
民
法
と
異
な
る
点
は
、委
託
物
か
盗
品
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
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善
意
の
譲
受
人
は
い
ず
れ
も
動
産
の
所
有
権
を
善
意
取
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
委
託
物
に
対
し
て
は
、
原
占
有
者

は
回
復
請
求
権
を
失
う
が
、
盗
品
に
対
し
て
は
、
原
占
有
者
は
占
有
喪
失
の
時
よ
り
二
年
以
内
は
回
復
請
求
権
を
も
つ
の
で
、
ゆ
え
に

委
託
物
と
盗
品
は
異
な
り
、
要
点
は
「
回
復
請
求
権
が
あ
る
か
ど
う
か
」
に
あ
る
。

　

動
産
所
有
権
の
善
意
取
得
は
、
古
く
か
ら
の
問
題
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
異
な
る
規
範
モ
デ
ル
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
律
上
の
利
益
衡

量
と
価
値
判
断
に
最
も
現
わ
れ
、
法
学
の
思
考
に
対
し
て
非
常
に
益
が
あ
り
、
実
務
と
理
論
の
い
ず
れ
に
も
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
中
で
盗
品
を
い
か
に
処
理
す
る
か
は
、
善
意
取
得
制
度
の
上
で
最
も
難
し
い
問
題
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
最
も
難
し
い
問
題
に
お
け
る
、
台

湾
民
法
の
法
改
正
は
、
ド
イ
ツ
民
法
と
ス
イ
ス
民
法
の
原
権
利
者
帰
属
説
を
止
揚
し
、
日
本
の
民
法
学
者
が
発
展
さ
せ
た
善
意
の
譲
受

人
帰
属
説
を
採
用
し
た
の
で
あ
り
、
日
本
の
民
法
学
者
の
見
解
が
台
湾
民
法
に
ま
す
ま
す
影
響
力
を
も
つ
こ
と
を
示
し
た
。

　

本
稿
は
、
動
産
所
有
権
の
善
意
取
得
制
度
は
、
そ
の
目
的
が
取
引
上
の
調
査
コ
ス
ト
を
下
げ
、
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ

る
と
考
え
、
ゆ
え
に
制
度
設
計
上
、
重
点
を
「
譲
渡
人
」
と
「
譲
受
人
」
の
間
の
「
取
引
場
所
」
と
「
取
引
行
為
」
に
置
く
べ
き
で
、

原
所
有
権
者
が
そ
の
動
産
を
他
人
に
委
託
し
た
か
ど
う
か
に
置
く
べ
き
で
な
く
、「
委
託
物
」
か
「
盗
品
」
か
を
区
別
す
べ
き
で
な
い

と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
盗
品
も
ま
た
善
意
取
得
の
目
的
物
で
あ
り
、
日
本
の
学
者
の
善
意
の
譲
受
人
帰
属
説
と
事
な
る
点
は
、
本

稿
は
、「
公
開
市
場
の
正
常
な
営
業
の
範
囲
内
」
と
「
合
理
的
価
格
の
善
意
の
譲
受
け
」
を
善
意
取
得
の
要
件
と
な
す
べ
き
と
考
え
、

原
占
有
者
に
回
復
請
求
権
を
与
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

注（
１
）　

楊
與
齡
「
盗
贓
之
善
意
取
得
與
回
復
」（『
法
令
月
刊
』
第
三
二
巻
第
六
期
一
九
八
一
年
六
月
）
六
頁

（
２
）　

楊
與
齡
は
、
我
妻
栄
『
物
権
法
』
一
三
〇
頁
に
よ
り
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

前
掲
注
（
１
）
楊
與
齡
論
文
六
頁
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台
湾
法
務
部
民
法
物
権
編
改
正
問
題
検
討
小
委
員
会
委
員
の
謝
在
全
教
授
が
、
我
妻
教
授
に
か
な
り
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
彼
の
著
書
か
ら

見
て
と
れ
る
。

　

謝
在
全
『
民
法
物
権
論
（
上
）』
改
訂
七
版
序
（
台
北
、
新
學
林
出
版
二
〇
二
〇
年
九
月
）
Ⅱ
頁

（
３
）　

王
去
非
『
民
法
物
權
論
』（
上
海
、
上
海
會
文
堂
新
記
書
局
一
九
三
一
年
二
月
）
三
〇
三
頁

　

倪
江
表
『
民
法
物
權
論
』（
台
北
、
正
中
書
局
一
九
五
四
年
三
月
）
四
二
八
頁

　

李
肈
偉
『
民
法
物
權
』（
台
北
、
臺
灣
省
立
中
興
大
學
法
商
學
院
一
九
六
二
年
一
一
月
）
五
五
七
頁

　

蘇
永
欽
「
善
意
受
譲
盜
贓
遺
失
物
可
否
即
時
取
得
？
」（『
民
法
物
權
爭
議
問
題
研
究
』
台
北
、
五
南
一
九
九
九
年
一
一
月
）
三
一
七
・
三
二
〇

頁
　

張
永
健
「
論
『
動
産
所
有
權
善
意
取
得
』
之
若
干
問
題
」（『
台
灣
法
學
』
第
二
七
巻
、
台
北
、
新
學
林
出
版
社
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
五
頁

（
４
）　

以
上
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
２
）
謝
在
全
著
五
二
六
頁
の
注
一
〇
〇
に
よ
る

　

ま
た
倪
江
表
『
民
法
物
權
論
』（
一
九
五
四
年
三
月
臺
初
版
）
四
二
七
頁
参
照

（
５
）　

前
掲
注
（
３
）
蘇
永
欽
論
文
三
一
八
頁

（
６
）　

前
掲
注
（
３
）
蘇
永
欽
論
文
三
一
九
頁

（
７
）　

前
掲
注
（
３
）
蘇
永
欽
論
文
三
二
〇
頁
注
六

（
８
）　

王
澤
鑑
『
民
法
物
權
』
改
訂
二
版
（
台
北
、
本
人
出
版
二
〇
一
〇
年
六
月
）
六
三
四
頁

（
９
）　

以
上
、
我
妻
著
に
基
づ
く
前
掲
注
（
２
）
謝
在
全
著
五
二
六
頁
の
注
一
〇
〇
に
よ
る

　

ま
た
前
掲
注
（
４
）
倪
江
表
著
四
二
八
頁
参
照

（
10
）　

前
掲
注
（
８
）
王
澤
鑑
著
六
三
四
頁

（
11
）　

史
尚
寛
『
物
權
法
論
』（
台
北
、
本
人
出
版
一
九
八
七
年
一
月
）
五
二
一
頁

（
12
）　

張
永
健
「
動
產
所
有
權
善
意
取
得
之
經
濟
分
析
」（『
中
央
研
究
院
法
學
期
刊
』
二
一
期
二
〇
一
七
年
九
月
）
八
一
頁
以
下

（
13
）　K

öbler, D
eutsche R

echtsgechichte E
in system

atisher G
rundriss,  6.Auf1., 2005, S.41

　　K
aser/ K

nütel, R
öm

isches Privatrecht,  18.Auf1., 2005, S.36, 138
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H
ausm

aninger/ Selb, R
öm

isches Privatrecht , 2Auf1, 1983, S.222.
（
14
）　

前
掲
注
（
13
）K

aser/ K
nütel　

S.137f.
　

前
掲
注
（
13
）H

ausm
aninger/ Selb　

S.209
　

H
onsell, R

öm
isches R

echt , 6Auf1., 2006, S.74

（
15
）　Ebel/ Thielm

ann, R
echtsgeschichte von der R

öm
ischen Antike bis zur N

euzeit , 3.Auf1., 2003, S.49.

　

前
掲
注
（
13
）K

aser/ K
nütel　

S.138.

　

前
掲
注
（
13
）H

ausm
aninger/ Selb　

S.222.

（
16
）　G

aius Inst 2,41 
法
務
官
法
上
の
所
有
権
と
称
す
る
の
はin bonis esse

と
な
り
、
第
二
種
所
有
権
と
な
る

　

前
掲
注
（
13
）H

ausm
aninger/ Selb　

S.193.

　

前
掲
注
（
15
）Ebel/ Thielm

ann　

S.48

（
17
）　W

esel, G
eschichte des R

echts , 3.Auf1. 2006, S.200

（
18
）　

ド
イ
ツ
民
法
第
一
〇
〇
七
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「（
一
）
か
つ
て
動
産
を
占
有
し
て
い
た
も
の
は
、
占
有
を
取
得
し
た
時
に
善
意
で
な

か
っ
た
占
有
者
に
そ
の
動
産
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
）
占
有
物
が
も
し
盗
品
、
遺
失
物
或
は
そ
の
他
の
前
占
有
者
の
意
思

に
基
づ
か
ず
に
占
有
を
失
っ
た
物
で
あ
る
な
ら
、
前
占
有
者
は
現
占
有
者
に
そ
の
物
の
返
還
を
請
求
で
き
、
た
と
え
現
占
有
者
が
善
意
の
占
有

者
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
同
じ
。
但
し
善
意
の
占
有
者
が
物
の
所
有
権
者
と
な
り
或
は
前
占
有
者
の
占
有
の
前
に
、
善
意
の
占
有
者
が
す
で
に
そ

の
物
を
占
有
し
、
善
意
の
占
有
者
の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
占
有
を
失
っ
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
上
述
の
規
定
は
、
金
銭
、
無
記
名
証

券
に
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。（
三
）
前
占
有
者
が
占
有
を
取
得
す
る
時
に
、善
意
で
な
く
、或
は
前
占
有
者
が
か
つ
て
占
有
を
放
棄
し
た
も
の
は
、

前
述
の
請
求
権
は
な
い
。
第
九
八
六
条
か
ら
第
一
〇
〇
三
条
ま
で
の
規
定
は
こ
れ
を
準
用
す
る
。」

（
19
）　

ス
イ
ス
民
法
第
九
三
四
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「（
１
）
動
産
の
占
有
者
は
、
そ
の
動
産
が
盗
難
、
遺
失
或
は
そ
の
意
思
に
反
し
て
占
有

を
失
っ
た
も
の
は
、
五
年
以
内
は
い
か
な
る
現
占
有
者
に
対
し
て
も
そ
の
物
の
回
復
を
請
求
で
き
る
。
但
し
第
七
二
二
条
に
特
別
に
定
め
る
も

の
は
、
そ
の
規
定
に
よ
る
。」

（
20
）　

前
掲
注
（
13
）K

aser/ K
nütel　

S.139
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W
ieling, Sachenrecht , 5.Aufl., 2007, S.197

（
21
）　

姚
瑞
光
『
民
法
物
權
論
』（
台
北
、
本
人
出
版
二
〇
一
一
年
二
月
）
四
三
三
頁

（
22
）　

前
掲
注
（
８
）
王
澤
鑑
著
五
四
〇
・
五
四
四
─
五
四
五
頁

　

王
澤
鑑
『
民
法
概
要
』（
台
北
、
本
人
出
版
二
〇
〇
八
年
一
月
）
五
〇
九
頁

　

曹
傑
『
中
國
民
法
物
權
論
』
臺
一
版
（
台
北
、
本
人
出
版
一
九
六
四
年
四
月
）
三
二
五
頁

　

陳
榮
傳
『
民
法
物
權
實
用
要
義
』（
台
北
、
本
人
出
版
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
二
二
四
頁

（
23
）　

前
掲
注
（
２
）
謝
在
全
著
五
二
五
頁

　

鄭
冠
宇
『
民
法
物
權
』（
二
〇
一
一
年
九
月
）
一
〇
八
頁

（
24
）　

謝
在
全
は
我
妻
栄
／
有
泉
亨
『
物
権
法
』（
一
九
九
九
年
三
月
）
二
一
四
─
二
一
五
頁
に
よ
り
、
こ
の
点
を
挙
げ
る
。
前
掲
注
（
２
）
謝
在

全
著
五
二
四
頁
の
注
九
八
に
よ
る
。

　

し
か
し
黄
鈺
慧
は
、
債
権
は
相
対
性
を
も
つ
の
で
、
ゆ
え
に
民
法
第
九
四
九
条
の
回
復
請
求
権
の
主
体
に
は
、
賃
借
人
、
借
用
人
、
受
寄
人
等
、

債
権
を
占
有
の
本
権
と
す
る
占
有
者
は
含
ま
な
い
と
考
え
る
。

　

参
照
黃
鈺
慧
「
民
法
第
九
四
九
條
規
定
之
評
釋
」（『
銘
傳
大
學
法
學
論
叢
』
一
六
期
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
七
一
頁

（
25
）　

前
掲
注
（
２
）
謝
在
全
著
五
二
四
頁
注
九
八

（
26
）　

楊
宏
暉
「
動
產
所
有
權
善
意
取
得
制
度
之
比
較
與
再
檢
討
」（『
國
立
臺
灣
大
學
法
學
論
叢
』
四
一
巻
第
四
期
二
〇
一
二
年
一
二
月
）

一
七
九
〇
頁

（
27
）　

張
永
健
は
、
あ
る
人
が
暗
い
町
中
で
こ
そ
こ
そ
とiPhone7s
を
売
っ
て
い
る
な
ら
、
買
主
は
い
く
ぶ
ん
疑
心
が
生
じ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か

し
依
然
と
し
て
係
争
物
が
横
領
に
よ
る
も
の
か
強
窃
盗
に
よ
る
も
の
か
正
確
に
判
断
で
き
ず
…
譲
受
人
は
係
争
物
は
無
権
処
分
で
あ
る
か
ど
う

か
、
及
び
何
が
原
因
で
無
権
処
分
と
な
っ
た
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
難
し
く
…
善
意
の
買
主
は
多
く
の
状
況
で
盗
品
や
遺
失
物
か
盗
品
や
遺
失

物
で
な
い
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。

　

前
掲
注
（
12
）
張
永
健
論
文
九
二
・
九
六
・
一
〇
八
頁

（
28
）　

前
掲
注
（
1
）
楊
與
齡
論
文
五
頁
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翻　　訳

 

五
一 

72－1・2－ （名城　'22）

　

Baur/ Baur/ Stürner, Lehrbuch des Sachenrechts , 18.Aufl., 2009, S.664.

　
Prütting, Sachenrecht , 37.Aufl., 2020, S.189

　
Iro, Sachenrecht , Band Ⅳ

, 6.Aufl., 2016, S.138

（
29
）　

前
掲
注
（
2
）
謝
在
全
著
四
九
〇
頁

　

果
樹
農
園
の
雇
用
労
働
者
が
果
樹
を
採
る
と
き
、
労
働
者
は
採
っ
た
果
樹
に
事
実
上
の
支
配
力
を
も
つ
が
、
占
有
者
で
は
な
く
、
占
有
補
助

者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
占
有
を
他
人
に
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
果
樹
農
家
に
対
し
て
占
有
の
保
護
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

前
掲
注
（
28
）Baur/ Baur/ Stürner　

S.67

（
30
）　

前
掲
注
（
28
）Baur/ Baur/ Stürner　

S.682

　

K
oziol-W

elser/ K
letečka, B

ürgerliches R
echt , BandⅠ

, 14.Aufl., 2014, S.367

　

Rey, D
ie G

rundlagen des Sachenrechts und des E
igentum

, 2Aufl., 2000, S.435

　

W
ieser, G

utgläubiger Fahrniserw
erb und B

esitzesrechtsklage,  2004, S.56

　

異
な
る
意
見
と
し
てZerres, B
ürgerliches R

echt , 5Aufl., 2005, S.337

（
31
）　

前
掲
注
（
2
）
謝
在
全
著
二
九
〇
・
二
九
四
頁

　

前
掲
注
（
26
）
楊
宏
暉
論
文
一
七
五
〇
・
一
七
五
二
頁

　

ス
イ
ス
民
法
第
九
三
〇
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
動
産
の
占
有
者
は
、
こ
の
動
産
の
所
有
権
者
と
推
定
す
る
。
い
か
な
る
前
占
有
者
も
、

そ
の
占
有
期
間
は
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
推
定
す
る
。」

　

前
掲
注
（
20
）W

ieling, S.122

　

ド
イ
ツ
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決BG

H
Z 10, 81.

は
、
こ
れ
は
占
有
に
基
づ
く
権
利
外
観
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

前
掲
注
（
28
）Baur/ Baur/ Stürner　

S.662

　

Schapp/ Schur, Sachenrecht , 3.Aufl., 2002, S.113.

（
32
）　

前
掲
注
（
21
）
姚
瑞
光
著
四
三
二
頁

　

前
掲
注
（
２
）
謝
在
全
著
四
九
二
─
四
九
三
頁
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台湾民法の盗品の善意取得に関する改正
 

五
二 

72－1・2－（名城　'22）

　

前
掲
注
（
26
）
楊
宏
暉
論
文
一
七
四
八
・
一
七
九
〇
頁

（
33
）　

謝
在
全
は
、所
有
権
者
が
そ
の
動
産
を
他
人
に
交
付
し
、権
利
外
観
を
創
設
し
た
と
き
は
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
責
に
帰
す
べ
き
事
情
を
も
ち
、

占
有
が
所
有
権
者
の
移
転
に
よ
ら
ず
、
占
有
の
権
利
外
観
が
、
所
有
権
者
の
創
設
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
責
に
帰
す
べ
き
事
由
で
は
な
い

と
考
え
る
。

　

前
掲
注
（
２
）
謝
在
全
著
五
一
七
頁

　

同
様
の
見
解
者
と
し
て
、
前
掲
注
（
23
）
鄭
冠
宇
著
九
一
・
一
〇
三
頁

（
34
）　

前
掲
注
（
28
）Baur/ Baur/ Stürner　

S.665

はZw
eigert

の
見
解
を
引
用
す
る
。D

enn darin, daB m
an sein Eigentum

 
besten G

laubens aus der H
and gibt, liegt doch kein Verschulden gegen sich selbst, das den Rechtsverlust recht-fertig-

te.

　

そ
の
他
前
掲
注
（
31
）Schapp/ Schur  S.112f.

（
35
）　

尹
田
「
論
動
産
善
意
取
得
的
理
論
基
礎
及
相
關
問
題
」（『
民
商
法
論
叢
』
二
九
巻
）
一
〇
六
頁

　

Stagl

／
王
立
棟
訳
「
動
産
善
意
取
得
作
為
即
時
取
得
…
徳
國
民
法
典
第
九
三
二
條
以
下
的
一
項
新
規
定
」（『
中
徳
私
法
研
究
』
第
一
〇
巻
）

一
五
八
頁

（
36
）　W

ieling, Sachenrecht , BandⅠ
, 1990, S.349

　

前
掲
注
（
15
）Ebel/ Thielm

ann  S.197

　

ゲ
ル
マ
ン
法
は
所
有
権
と
占
有
を
分
け
な
い
。

　

前
掲
注
（
35
）Stagel

／
王
立
棟
訳
、
一
五
五
頁

（
37
）
前
掲
注
（
2
）
謝
在
全
著
三
〇
一
頁
、
同
注
三

　

楊
宏
暉
は
、
動
産
の
占
有
と
所
有
の
分
離
は
、
現
代
の
経
済
生
活
の
中
で
は
常
態
と
な
っ
て
い
る
…
盗
品
は
譲
受
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
占

有
の
公
信
力
を
低
く
す
べ
き
と
い
う
理
由
は
少
し
も
存
在
し
な
い
と
す
る
。
前
掲
注
（
26
）
楊
宏
暉
論
文
一
七
四
五
・
一
七
七
二
頁

　

前
掲
注
（
35
）
尹
田
論
文
一
〇
九
頁

　

前
掲
注
（
28
）Baur/ Baur/ Stürner, (Fn.71), S.662.
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翻　　訳

 

五
三 

72－1・2－ （名城　'22）

　

前
掲
注
（
35
）Stagl

／
王
立
棟
訳
一
五
五
頁

（
38
）　

前
掲
注
（
35
）
尹
田
論
文
一
〇
七
頁
、
同
注
一
九

（
39
）　

前
掲
注
（
12
）
張
永
健
論
文
一
二
一
─
一
二
二
頁

（
40
）　

中
国
大
陸
物
権
法
第
一
〇
六
条
第
一
項
第
二
号
は
「
合
理
的
な
価
格
で
の
譲
渡
」
を
善
意
取
得
の
要
件
の
一
つ
と
明
文
で
定
め
る
。

　

謝
哲
勝
『
民
法
物
權
』
増
訂
４
版
二
〇
一
二
年
九
月
五
〇
〇
頁

（
41
）　

王
澤
鑑
は
、
取
引
過
程
の
性
質
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
き
だ
と
し
て
お
り
、
見
解
は
か
な
り
似
て
い
る
。
王
澤
鑑
「
盗
贓
之
牙
保
・
故
買
與
共

同
行
為
」（『
民
法
學
説
與
判
例
研
究
第
二
冊
』
二
〇
〇
二
年
三
月
）
二
二
九
─
二
三
〇
頁

　

呉
光
明
『
新
物
權
法
論
』（
二
〇
〇
九
年
九
月
）
二
二
三
頁
、
同
注
一
三

　

前
掲
注
（
26
）
楊
宏
暉
論
文
一
七
五
六
頁
、
同
注
八
五

　

張
永
健
「
論
『
動
產
所
有
權
善
意
取
得
』
之
若
干
問
題
」（『
台
灣
本
土
法
學
雜
誌
』
第
二
七
期
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）
一
〇
五
頁
以
下
、

一
二
〇
頁

（
42
）　

注
（
8
）
王
澤
鑑
著
五
九
三
・
五
九
七
・
六
〇
二
・
六
〇
三
頁

付
記

　

多
く
の
台
湾
人
は
、
日
本
社
会
と
台
湾
社
会
は
か
な
り
似
て
お
り
、
日
本
に
学
べ
ば
時
間
が
短
縮
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
時
代
の
発

展
方
向
も
よ
く
わ
か
る
と
考
え
る
。
ゆ
え
に
日
本
に
留
学
す
る
の
で
あ
る
。
柳
勝
司
教
授
が
、
名
城
大
学
で
法
学
の
人
材
を
育
て
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
台
湾
の
留
学
生
が
柳
教
授
の
下
で
学
ん
だ
。
柳
教
授
の
退
職
に
際
し
、
本
稿
を
書
く
こ
と
で
お
祝

い
で
き
れ
ば
、
ま
こ
と
に
幸
い
で
あ
る
。
柳
教
授
が
退
職
の
後
、
遊
山
翫
水
の
際
に
は
、
台
湾
と
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

そ
れ
に
よ
り
台
湾
と
の
友
好
が
続
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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